
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
八
号
（
南
三
陸
金
華
山
国
定
公
園
の
特
別
地
域
内
の

　

行
為
の
許
可
基
準
の
特
例
を
適
用
す
る
地
域
及
び
基
準
の
特
例
）
の
一
部
改
正 

（
自
然
保
護
課
）　
　

一

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　
　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　
　

二

〇
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
三
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　
　

二

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

三

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

三

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

四

収
用
委
員
会

〇
鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
美
里
町
事
件
公
示
送
達 

四

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
号

　

平
成
二
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
八
号
（
南
三
陸
金
華
山
国
定
公
園
の
特
別
地
域
内
の
行
為
の
許
可
基
準
の
特
例
を
適

用
す
る
地
域
及
び
基
準
の
特
例
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
三
十
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三
十
六　

横
浦
地
区　

（
女
川
町
横
浦
字
横
浦
の
一
部
の
地
域
）

　

 　

当
該
地
区
に
お
い
て
行
わ
れ
る
規
則
第
十
一
条
第
四
項
本
文
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
段
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

　

 　

な
お
、
当
該
地
区
に
お
い
て
は
、
規
則
第
十
一
条
第
四
項
第
七
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
、
同
条
第
九
項
第
四
号

及
び
第
五
号
並
び
に
同
条
第
二
十
三
項
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

規　
　
　
　
　

則

読　

替　

え　

前

読　

替　

え　

後

第
十
一
条
第
四
項
第
二
号

二
階
建

三
階
建

十
メ
ー
ト
ル

十
三
メ
ー
ト
ル

第
十
一
条
第
四
項
第
四
号

千
平
方
メ
ー
ト
ル

百
六
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

第
十
一
条
第
四
項
第
六
号
の
表
中

「
第
三
種
特
別
地
域
」
の
中
欄

二
十
パ
ー
セ
ン
ト

六
十
パ
ー
セ
ン
ト

第
十
一
条
第
四
項
第
六
号
の
表
中

「
第
三
種
特
別
地
域
」
の
下
欄

六
十
パ
ー
セ
ン
ト

二
百
パ
ー
セ
ン
ト

第
十
一
条
第
九
項
第
三
号

千
平
方
メ
ー
ト
ル

百
六
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

第
十
一
条
第
九
項
第
七
号
ロ

千
平
方
メ
ー
ト
ル

百
六
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三
十
七　

鮎
川
浜
清
崎
山
四
、
六

－

二
地
内
（
石
巻
市
鮎
川
浜
の
一
部
の
地
域
）

　

 　

当
該
地
区
に
お
い
て
行
わ
れ
る
規
則
第
十
一
条
第
六
項
本
文
に
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
段
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

規　
　
　
　
　

則

読　

替　

え　

前

読　

替　

え　

後

第
十
一
条
第
六
項
第
二
号
に
お
い
て

引
用
す
る
同
条
第
五
項
第
二
号
の
表

中
「
第
二
種
特
別
地
域
内
に
お
け
る

敷
地
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
」
の
中
欄

二
十
パ
ー
セ
ン
ト

二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証
番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
四
十

五

あ
ら
れ
類

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社
代
表
取
締
役　

石
田
定

克

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
鹿
島
字
吹
田

五
十
一
番
地

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
号

　

県
営
飯
島
地
区
土
地
改
良
事
業（
農
地
整
備
事
業（
経
営
体
育
成
型
））変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、土
地
改
良
法（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称　
　

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
十
号　

本
町
宮
口
下
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
仲
町
二
丁
目
、
弁
天
町
一
丁
目
、
弁
天
町
二
丁
目
及
び
潮
見
町
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
八
号　

弁
天
町
魚
市
場
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分
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宮
城
県
気
仙
沼
市
弁
天
町
一
丁
目
及
び
弁
天
町
二
丁
目
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
十
八
号　

浜
港
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
錦
町
一
丁
目
、
錦
町
二
丁
目
、
本
浜
町
一
丁
目
及
び
本
浜
町
二
丁
目
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
穴
山
土
地
改
良
区
の

役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

正　
　

木　
　
　
　
　

毅　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

星　
　
　

順　

一

登
米
市
迫
町
新
田
字
西
坂
戸
百
七
十
四
番

地

理

事

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
矢
本
字
鹿
石
前
百
十
三
番
一
、
百
十
四
、
百

七
十
四
及
び
百
七
十
六

　

東
松
島
市
矢
本
字
鹿
石
前
百
九
番
四

 

医
療
法
人
医
徳
会　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
神
宮
寺
字
中
道
七
番
一
、
七
番
三

及
び
十
七
番
五
並
び
に
同
字
一
郷
百
五
十
三
番
、
百
五
十

四
番
及
び
百
五
十
七
番
二
（
第
一
工
区
）

　

仙
台
市
宮
城
野
区
苦
竹
二
丁
目
七
番
五
号

 

株
式
会
社
森
の
め
ぐ
み
工
房　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
承
認
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工
区
）

に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
蛇
石
山
二
番
、
三
番
、
五
番
二
、

六
番
九
、
六
番
十
九
、
七
番
三
及
び
七
番
六
並
び
に
同
字

蛇
石
一
番
、
一
番
地
先
の
水
、
二
番
、
三
番
一
、
三
番
二
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二　

承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

及
び
三
番
三
並
び
に
同
字
一
ノ
渡
戸
十
四
番
二
、
二
十
番

一
、
二
十
一
番
一
、
二
十
二
番
一
、
二
十
二
番
二
、
二
十

二
番
三
、
二
十
二
番
四
、
二
十
二
番
五
、
二
十
二
番
六
、

二
十
二
番
七
、
二
十
二
番
八
、
二
十
二
番
九
、
二
十
二
番

十
、
二
十
二
番
十
一
、
二
十
二
番
十
二
、
二
十
二
番
十
三
、

二
十
二
番
十
七
、
二
十
五
番
十
及
び
二
十
六
番

　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

 

宮
城
県
土
地
開
発
公
社　
　
　
　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
九
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

庄　
　

子　
　

晃　
　

子　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

２　

高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

３　

宮
城
県
図
書
館
協
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

４　

宮
城
県
美
術
館
協
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１ 　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
○
二
二

－

二
一
一

－

三
六
一
一
）

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
七
号

　

鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
美
里
町
事
件
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十

六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
、

出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
下
さ
い
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

通
知
す
べ
き
書
類

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
六
日
付
け　

権
利
取
得
裁
決
書
及
び
明
渡
裁
決
書

二　

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　

畑
中
ハ
ル
コ　

住
所
不
明　

判
明
し
た
最
終
の
住
所　

樺
太
惠
須
取
郡
惠
須
取
町
大
字
大
平
字
大
平
番
外
地

　
　

畑
中　

フ
ジ　

住
所
不
明　

判
明
し
た
最
終
の
住
所　

樺
太
惠
須
取
郡
惠
須
取
町
大
字
大
平
字
大
平
番
外
地

　
　

畑
中　

惠
子　

住
所
不
明　

判
明
し
た
最
終
の
住
所　

樺
太
惠
須
取
郡
惠
須
取
町
大
字
大
平
字
大
平
番
外
地

　
　

畑
中　

ト
メ　

 

住
所
不
明　

判
明
し
た
最
終
の
住
所　

東
京
都
杉
並
区
上
高
井
戸
一
丁
目
六
番
二
三
号　

八
幡
ハ

ウ
ス

　
　

畑
中　

妙
子　

 

住
所
不
明　

判
明
し
た
最
終
の
住
所　

東
京
都
杉
並
区
上
高
井
戸
一
丁
目
六
番
二
三
号　

八
幡
ハ

ウ
ス

　
　

吉
岡　
　

裕　

 

住
所
不
明　

判
明
し
た
最
終
の
住
所　

「A
V
. D
O
N
A
 RU
Y
CE FERRA

Z A
LV
IM
, 631-V

. 

M
A
RY
 D
IA
D
EM
A
-SP-BRA

SIL

」
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